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建企契第 220928003号 

令和４年 ９月２９日 

改正 令  6.10. 2 建企契 241002001 

 

 

建設企画部長 殿 

 

建設企画部長 

（公印省略） 

  

 

役務競争参加者の資格を定める場合の総合点数の算定要領について（通達） 

 

 

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構役務競争参加者資格確認取扱規程（平成

15年 10月機構規程第 141号）第２条第２号の規定に基づき、役務競争参加者の資格を定め

る場合の総合点数の算定要領を下記のとおり定め、令和 7・8年度を有効期間とする一般競

争参加資格から適用する。 

 

 

記 

 

役務競争参加者の資格を定める場合の総合点数の算定要領 

 

（目的） 

第１条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構役務競争参加者資格確認取扱規程

（平成 15年 10月機構規程第 141号。以下「規程」という。）第２条第２号の規定に基づ

く総合点数の算定については、この要領の定めるところによるものとする。 

 

（総合点数） 

第２条 規程第２条第２号の総合点数は、次の各号に定めるところにより算定するものと

する。 

(1) 規程第２条第２号アに掲げる項目（以下「業種別年間平均実績高」という。）の点

数は、業種別年間平均実績高の金額に応じ、別表１の点数の欄に掲げる点数とする。 

(2) 規程第２条第２号イに掲げる項目（以下「自己資本額」という。）の点数は、自己

資本額を年間平均実績高で除し、100を乗じて得た数値（別表２において「自己資本額

数値」という。）に応じ、別表２の点数の欄に掲げる点数とする。 
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(3) 規程第２条第２号ウに掲げる項目の点数は、別表３の有資格者の欄の左欄に掲げる

者の数に５を、同表の有資格者の欄の右欄に掲げる者の数に２をそれぞれ乗じて得た

数値を合計した数値（別表４において「合計数値」という。）に応じ、別表４の点数の

欄に掲げる点数とする。 

(4) 規程第２条第２号エに掲げる項目（以下｢営業年数｣という。）の点数は、営業年数

に応じ、別表５の点数の欄に掲げる点数とする。 

(5) 総合点数は、次の算式によって計算した値とする。 

   算 式 

   ３×Ａ＋Ｂ＋５×Ｃ＋Ｄ 

    この式においてＡ、Ｂ、Ｃ及びＤは、それぞれ次の値を表すものとする。 

Ａ 第１号の規定による点数 

Ｂ 第２号の規定による点数 

Ｃ 第３号の規定による点数 

Ｄ 第４号の規定による点数 

 

 

別表１ 

年間平均実績高 点数 

２０億円以上 ３０ 

１０億円以上 ２０億円未満 ２５ 

５億円以上 １０億円未満 ２０ 

１億円以上  ５億円未満 １５ 

１億円未満 １０ 

 

別表２ 

自己資本額数値 点数 

１０以上 ３０ 

５以上  １０未満 ２０ 

５未満 １０ 

 

別表３ 

業種区分 有資格者 

測量 測量法（昭和 24年法律第 188号）

による測量士の登録を受けている

者 

測量法による測量士補の登録を受

けている者（測量士の登録を受け

ているものを除く。） 
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建築関係建設

コンサルタン

ト業務 

建築士法（昭和 25年法律第 202号）

による構造設計一級建築士証の交

付を受けている者、設備設計一級

建築士証の交付を受けている者、

同法による一級建築士の免許を受

けている者（構造設計一級建築士

証又は設備設計一級建築士証の交

付を受けている者を除く。）、建築

士法施行規則（昭和 25年建設省令

第 38号）第 17条の 18の建築設備

士である者及び技術士法（昭和 58

年法律第 25号）による第２次試験

のうち技術部門を衛生工学部門又

は総合技術監理部門（選択科目を

衛生工学に係るものに限る。）に合

格し、同法による登録を受けてい

る者 

建築士法による二級建築士の免許

を受けている者（一級建築士の免

許を受けている者を除く。）、一般

社団法人日本補償コンサルタント

協会の付与する補償業務管理士の

資格を有し、登録を受けている者、

公益社団法人日本建築積算協会の

行う建築積算士試験（建築積算資

格者試験）に合格し、登録を受け

ている者及び建設業法（昭和 24年

法律第 100 号）による技術検定の

うち検定種目を１級の管工事施工

管理とするものに合格した者 

土木関係建設

コンサルタン

ト業務 

技術士法による第２次試験のうち

技術部門を建設部門、農業部門（選

択科目を「農業農村工学」とする

ものに限る。）、森林部門（選択科

目を「森林土木」とするものに限

る。）、電気電子部門、情報工学部

門、機械部門、経営工学部門、環

境部門（選択科目を「環境影響評

価」とするものに限る。）又は総合

技術監理部門（選択科目を建設、

電気電子、情報工学、機械、経営

工学に係るもの、「農業－農業農村

工学」、「森林－森林土木」又は「環

境－環境影響評価」とするものに

限る。）に合格し、同法による登録

を受けている者 

建設業法による技術検定のうち検

定種目を１級の土木施工管理とす

るものに合格した者、一般社団法

人建設コンサルタンツ協会の行う

ＲＣＣＭ資格試験に合格し、登録

を受けている者、電気事業法（昭

和 39年法律第 170号）による第一

種又は第二種電気主任技術者免状

及び電気通信事業法（昭和 59年法

律第 86号）による第１種伝送交換

主任技術者又は線路主任技術者資

格者証書の交付を受けている者、

建設業法による技術検定のうち検

定種目を１級の電気工事施工管理

又は電気通信工事施工管理とする

ものに合格した者、一般社団法人

日本補償コンサルタント協会の付

与する補償業務管理士の資格を有

し、登録を受けている者、計量法
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（平成４年法律第 51号）による計

量士の登録を受けている者､特定

工場における公害防止組織の整備

に関する法律（昭和 46 年法律第

107号)による公害防止管理者試験

に合格した者及び作業環境測定法

（昭和 50 年法律第 28 号）による

作業環境測定士試験に合格し、登

録を受けている者 

地質調査業務 技術士法による第２次試験のうち

技術部門を建設部門（選択科目を

「土質及び基礎」とするものに限

る。）、応用理学部門（選択科目を

「地質」とするものに限る。）又は

総合技術監理部門（選択科目を「建

設－土質及び基礎」又は「応用理

学－地質」とするものに限る。）に

合格し、同法による登録を受けて

いる者 

一般社団法人全国地質調査業協会

連合会の行う地質調査技士資格検

定試験に合格し、登録を受けてい

る者 

補償関係コン

サルタント業

務 

 不動産の鑑定評価に関する法律

（昭和 38年法律第 152号）による

不動産鑑定士の登録を受けている

者、土地家屋調査士法（昭和 25年

法律第 228 号）による土地家屋調

査士の登録を受けている者、司法

書士法（昭和 25年法律第 197号）

による司法書士の登録を受けてい

る者及び一般社団法人日本補償コ

ンサルタント協会の付与する補償

業務管理士の資格を有し、登録を

受けている者 

 

別表４ 

合計数値 点数 

１１０以上 ３０ 

６５以上 １１０未満 ２５ 



 

5 
 

４０以上  ６５未満 ２０ 

１５以上  ４０未満 １５ 

１５未満 １０ 

 

別表５ 

営業年数 点数 

３５年以上 ３０ 

２５年以上 ３５年未満 ２５ 

１５年以上 ２５年未満 ２０ 

５年以上 １５年未満 １５ 

５年未満 １０ 

 


